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様式第一（第四十六条関係） 

引取業者 登   録 
登録の更新 申請書 

  ※ 登 録 番 号  
 ※ 登 録 年 月 日  

年  月  日 
千葉県知事       様 
 
                                   （郵便番号）〒○○○‐○○○○ 
                                        住  所 

千葉県○○市○○ △丁目△番地△ 
                                        氏  名 株式会社□□オート 
                        代表取締役 千葉 太郎                        
                                   （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                        電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○ 
 
使用済自動車の再資源化等に関する法律第４３条第１項の規定により、必要

な書類を添えて引取業者の登録（登録の更新）を申請します。 

役員の氏名（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。

法人である場合に記入すること。） 
 (ふりがな) 

氏 名 
 

役職名 
千葉 太郎（ちば たろう） 
千葉 花子（ちば はなこ） 
 
 
 

代表取締役 
取締役 

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人

である場合に記入すること。） 
 (ふりがな) 

氏 名 
 

 

住 所 
 

（郵便番号） 
 

電話番号 

申請者欄の記載 

○登記簿・住民票と同じ記載にする。 

（例）番 地：「1－1」→「1 番地 1」 

   役職名：「社長」→「代表取締役」 

異体字：「髙橋」の「髙」など 

 

法人の場合、 

役員全員を記載する。 

※登記簿のとおりに。 

※監査役も含む。 

※代表者も再度記入。 

※新規登録の場合

は記載しない。 

持参の場合：提出日 
郵送の場合：投函日 

※役員に変更があった場合、変更届の提出が必要。 

・行政書士が作成する場合、余白に行政書士の記名と職印押印。 
 

個人登録の場合、

会社名と職名の

記載不要 
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  使用済自動車の再資源化等に関する法律第４３条第１項の規定により、必

要な書類を添えて引取業者の登録（登録の更新）を申請します。法定代理人

の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定

代理人が法人である場合に記入すること。） 
 名 称 

 
 

（ふりがな） 
代表者 
の氏名 

 

住 所 （郵便番号） 
 
             電話番号 

法定代理人の役員の氏名（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者。未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合に記

入すること。） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
 

役職名 
  

 事業所の名称及び所在地 
    名 称 株式会社□□オート ○○営業所 

 所在地 
  
  

（郵便番号）〒○○○‐○○○○ 
 千葉県○○市○○ △丁目△番地△                        

電話番号○○○‐○○○‐○○○○ 
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類

が含まれているかどうかを確認する体制 
 別添のとおり 

備考 １ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。 
   ２ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降の欄を

繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。ただし、「使用済自動車に

搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれ

ているかどうかを確認する体制」の欄については、まとめて記載する

ことも可能とする。 
   ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
 

※添付書類として、次の①又は②を提出する。 

①「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーにフロン類が含まれ

ているかどうかを確認する方法を記載した書類」 

※具体例 

・「残存フロン類の確認方法」(別添) 

②「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分

な知見を有する者が確認できることを示す書類」 

 ※具体例 

 ・自動車整備士の資格書又は合格証書の写し 

 ・中古自動車査定士の資格書又は合格証書の写し   等 

※記載もれ注意 

※事業所が複数ある場合は、 

「別紙のとおり」と記載して 

別紙を添付する。 


